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１．基本事項 

 

（１）計画の目的 

本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律１３７号）第６条

及び尾花沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第２条に基づき、令和７年度の廃棄

物処理を実施するにあたり、廃棄物の減量化・資源化の推進、適正処理処分の確保を

基本とした施策の展開を図るための実施計画を定めるものである。 

 

（２）計画期間 

本計画の期間は、令和７年４月１日から令和８年３月３１日までとする。 

 

（３）計画区域 

尾花沢市の行政区域の全域 

面 積 人 口 世帯数 摘 要 

３７２．５３㎢ １３，２７１人 ５，０７６世帯 令和 7年４月１日現在住民登録人口 

 

２．一般廃棄物の発生量の見込み 
 

＜家庭系ごみ（収集所回収）＞ (単位:t) ＜直接搬入ごみ・事業系＞   (単位:t) 

 

＜し尿及び浄化槽汚泥＞    (単位:kl) 

 

 

 
令 和 ７ 年 度 

発 生 量 

令 和 ６ 年 度 

処 理 実 績 量 

燃 やせ るごみ 1,277 1,357 

ビ ニ ー ル 類 0 0 

処 理 不 適 物 100 109 

衣 類 35 45 

ビ ン 類 0 0 

カ ン 類 0 0 

ペ ット ボトル 1 1 

乾 電 池 0 0 

蛍 光 管 0 0 

粗 大 ご み 142 151 

合 計 1,555 1,663 

 
令 和 ７ 年 度 

発 生 量 

令 和 ６ 年 度 

処 理 実 績 量 

燃 や せ る ご み 2,002 1,944 

ビ ニ ー ル 類 16 14 

処 理 不 適 物 61 71 

衣 類 82 82 

ビ ン 類 95 94 

カ ン 類 42 41 

ペ ッ ト ボ ト ル 35 36 

乾 電 池 4 5 

蛍 光 管 2 1 

粗 大 ご み 2 2 

そ の 他 資 源 0 0 

合 計 2,341 2,290 

 
令 和 7 年 度  

発 生 量 

令和 6 年度 

処 理 実 績 量 

し 尿 467 608 

浄 化 槽 汚 泥 6,855 6,654 

合 計 7,322 7,262 



 - 2 - 

 

※ 当該年度発生量は、ごみ処理基本計画（平成３１年３月策定）より抜粋した数値を記載してお

ります。ごみ処理基本計画では、目標年度を２０３２年度とし、ごみ削減を目指してまいります。

ごみの種類によっては既に当該年度の目標値に達しているものがありますが、更なる削減に努

めるとともに、計画自体も、定期的に見直していく予定です。 

 

３．一般廃棄物の排出抑制のための方策に関する事項 

大量の廃棄物を排出し、深刻な環境問題を生み出したことを考え、使い捨て文化か

ら脱出し、ごみの減量やリサイクルを目指す循環型社会を推進します。そのためにも、

市衛生組合連合会等と協調しながら、廃棄物を抑制することは勿論、再使用、再資源

化運動を推進し、同時に受益者負担の原則と公平化を図るために、ごみの排出量に応

じて、ごみ処理費用の一部を負担していただく有料化を引き続き実施してまいります。 

 

（１）廃棄物の排出抑制、再使用、再資源化 

市民及び事業者に対して、廃棄物問題の現状等を周知・啓発を行うことにより、

廃棄物に対する関心を高め、排出抑制及び減量化を推進するとともに、再使用や再

資源化運動（４Ｒ運動）を推進する。 

○市広報を活用した啓発事業 

○リサイクル運動推進事業の実施 

・集団回収事業の推進 

・拠点回収事業の実施 

○ごみ減量化促進対策事業の実施 

・コンポスターの普及推進   

○マイバック運動の推進 

○フードドライブの仕組みづくり 

○廃バッテリー・廃タイヤ回収事業の実施 

○事業系ごみの減量化推進 

○事業系ごみの適正排出推進 

○小型家電無料回収事業の推進 

 

（２）廃棄物の分別排出励行 

 廃棄物の排出抑制及び減量化を推進し、資源の有効活用を図るため、分別排出の

励行を強化するよう啓発を行うものである。 

○市広報を活用した啓発事業 

○ごみの分け方と出し方チラシによる周知 

○市ホームページによる掲載 

○衛生ステーションへの掲示啓発 

○転入者に対するごみの分け方事典の配布並びに指導 

○事業系ごみの分別徹底 

 

（３）ごみ有料化実施 

粗大ごみは、個別収集により平成１５年１２月より有料化（証紙）され、一般家

庭系ごみも、平成１７年１０月から指定ごみ袋により有料化（証紙）された。 

家庭で出すごみも排出量に応じ「負担の公平化」を図り、ごみの減量化を通して

処理コストの軽減、処理施設の延命化を図るためにごみの有料化を実施する。 

令和７年４月１日から指定ごみ袋（証紙）に新しいサイズが増えた。 

○尾花沢市大石田町環境衛生事業組合による有料化実施 

○指定ごみ袋（特大）５０円・（大）４０円・指定ごみ袋（小）３０円 
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○粗大ごみは、品目毎に料金を指定（分け方事典に記載） 

○直接搬入①ごみ処理手数料１０ｋｇごと１８０円 ②小動物の死骸１体５００円 

 

４．一般廃棄物の処理主体及び処理方法 

 

＜ご み＞                             (単位：ｔ) 

※直接搬入ごみとは、引っ越しや家屋の清掃などで発生する一時的に多量に排出を要する一般廃棄物で、

排出者自ら尾花沢市大石田町環境衛生事業組合環境衛生センターへ自己搬入したもの。 

＜し尿及び浄化槽汚泥＞                       (単位：kl) 

ご み の 区 分 計画処理量 
処 理 主 体 

処 理 方 法 
収 集 運 搬 処 理 

燃やせるごみ 
一 般 家 庭 系 2,002 

尾 花 沢 市 大 石 田 町 

環 境 衛 生 事 業 組 合 尾花沢市大石田町 

環境衛生事業組合 
焼 却 

直接搬入ごみ・事業系 1,277 排出者・許可業者 

ビニール類 
一 般 家 庭 系 16 

尾 花 沢 市 大 石 田 町 

環 境 衛 生 事 業 組 合 尾花沢市大石田町 

環境衛生事業組合 
焼 却 

直接搬入ごみ・事業系 0 排出者・許可業者 

処理不適物 
一 般 家 庭 系 61 

尾 花 沢 市 大 石 田 町 

環 境 衛 生 事 業 組 合 尾花沢市大石田町 

環境衛生事業組合 

資源化・ 

焼却・埋立 直接搬入ごみ・事業系 100 排出者・許可業者 

衣 類 
一 般 家 庭 系 82 

尾 花 沢 市 大 石 田 町 

環 境 衛 生 事 業 組 合 尾花沢市大石田町 

環境衛生事業組合 

焼却・資源化 

（ 破 砕 ） 直接搬入ごみ・事業系 35 排出者・許可業者 

ビ ン 類 
一 般 家 庭 系 95 

尾 花 沢 市 大 石 田 町 

環 境 衛 生 事 業 組 合 尾花沢市大石田町 

環境衛生事業組合 
資 源 化 

直接搬入ごみ・事業系 0 排出者・許可業者 

カ ン 類 
一 般 家 庭 系 42 

尾 花 沢 市 大 石 田 町 

環 境 衛 生 事 業 組 合 尾花沢市大石田町 

環境衛生事業組合 
資 源 化 

直接搬入ごみ・事業系 0 排出者・許可業者 

ペットボトル 
一 般 家 庭 系 35 

尾 花 沢 市 大 石 田 町 

環 境 衛 生 事 業 組 合 尾花沢市大石田町 

環境衛生事業組合 
資 源 化 

直接搬入ごみ・事業系 1 排出者・許可業者 

乾 電 池 
一 般 家 庭 系 4 

尾 花 沢 市 大 石 田 町 

環 境 衛 生 事 業 組 合 尾花沢市大石田町 

環境衛生事業組合 
資 源 化 

直接搬入ごみ・事業系 0 排出者・許可業者 

粗 大 ご み 
一 般 家 庭 系 2 

尾 花 沢 市 大 石 田 町 

環 境 衛 生 事 業 組 合 尾花沢市大石田町 

環境衛生事業組合 

資源化・ 

焼却・埋立 直接搬入ごみ・事業系 142 排出者・許可業者 

その他資源 
一 般 家 庭 系 2 

尾 花 沢 市 大 石 田 町 

環 境 衛 生 事 業 組 合 尾花沢市大石田町 

環境衛生事業組合 
資 源 化 

直接搬入ごみ・事業系 0 排出者・許可業者 

合 計 
一 般 家 庭 系 2,341  

直接搬入ごみ・事業系 1,555 

区   分 計画処理量 収集・運搬・処理 

し 尿 467 一般廃棄物収集運搬業許可業者が収集し、尾

花沢市大石田町環境衛生事業組合が処理す

る。 浄 化 槽 汚 泥 6,855 

合 計 7,322  
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５．収集処理計画 

 

＜家庭系ごみ収集頻度と収集方式＞                  (単位：t) 

 

本市では、家庭系一般廃棄物について、尾花沢市大石田町環境衛生事業組合が収集・

運搬・処理を行う。 

また、事業系一般廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適正な運

用、その他必要な範囲において、尾花沢市大石田町環境衛生事業組合環境衛生センター

へ、収集・運搬・処理を行う。 

 

（１）家庭系ごみ 

家庭系ごみは、「燃やせるごみ」「ビニール類」「処理不適物」「衣類」「ビン類」

「カン類」「ペットボトル」「乾電池」「蛍光管」に分別し、指定された曜日並びに

日に指定袋に入れ、衛生ステーションに排出されたものを、尾花沢市大石田町環境衛

生事業組合が収集し処理する。ただし、一般家庭から排出される「粗大ごみ」につい

ては戸別に有料収集し処理する。 

また、家庭系ごみは、排出者自ら尾花沢市大石田町環境衛生事業組合環境衛生セン

ターに自己搬入するか、本市が許可した一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託するこ

とで適正に処理することも出来る。 

なお、衛生ステーションに排出される家庭系ごみは、１月１日から１月３日と１２

月２９日から１２月３１日を除いた月曜日から金曜日について収集する。衛生センタ

ーへは、併せて、祭日を除く日で直接搬入することが出来る。直接搬入ごみは、月１

回土曜日の指定した日に搬入することが出来る。 

 

（２）事業系ごみ 

事業活動に伴い排出される事業系ごみは、事業者自らが資源物の再利用及び適正処

理を図る。 

また、尾花沢市大石田町環境衛生事業組合において処理しようとする場合は、排出

事業者又は排出事業者から委託された一般廃棄物収集運搬業許可業者が、適正に分別

ごみの区分 収集処理量 収 集 頻 度 収 集 方 式 

家 

 

庭 

 

系 

 

ご 

 

み 

燃やせるごみ 2,002 週 2 回 曜日指定 指定袋による衛生ステーション方式 

ビ ニ ー ル 類 16 年 6 回 指 定 日 指定袋による衛生ステーション方式 

処 理 不 適 物 61 年 11回 指 定 日  指定袋による衛生ステーション方式 

衣 類 82 年 6 回 指 定 日 指定袋による衛生ステーション方式 

ビ ン 類 95 年 11回 指 定 日 指定袋による衛生ステーション方式 

カ ン 類 42 年 10回 指 定 日 指定袋による衛生ステーション方式 

ペットボトル 35 年 12回 指 定 日 指定袋による衛生ステーション方式 

乾 電 池 4 年 2 回 指 定 日 指定袋による衛生ステーション方式 

蛍 光 管 2 年 6 回 指 定 日 指定袋による衛生ステーション方式 

粗 大 ご み 2  申込制戸別収集方式 

そ の 他 資 源 0   

合 計 2,341  
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し搬入する。 

 

（３）し尿、浄化槽汚泥 

し尿は、本市が許可した一般廃棄物収集運搬業許可業者が収集し、尾花沢市大石田

町環境衛生事業組合が処理する。浄化槽汚泥については、本市が許可した浄化槽清掃

業許可業者が、浄化槽設置者との委託契約を基に年間計画を立て、尾花沢市大石田町

環境衛生事業組合と調整し、適正に処理を行う。また、処理後に発生する脱水汚泥は

有効活用する。 

 

（４）犬・猫等の小動物の死体 

犬・猫等の小動物の死体を尾花沢市大石田町環境衛生事業組合環境衛生センターに

搬入し処理する場合は、排出者自ら若しくは一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託す

ることにより、適正処理を行う。 

 

６．一般廃棄物処理施設の概要 

 

＜尾花沢市大石田町環境衛生事業組合ごみ処理施設の概要＞ 

施 設 名 処 理 方 式 処 理 能 力 竣 工 

ごみ焼却処理施設 ガ ス 化 溶 融 方 式 ３０ｔ/２４ｈ×１炉 平成 15年３月 

リサイクルプラザ 併 用 方 式 １１．５ｔ/５ｈ 平成 13年３月 

 

＜尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 し尿処理施設の概要＞ 

施 設 名 処 理 方 式 処 理 能 力 竣 工 

汚泥再生処理 

センター 

浄化槽汚泥の混入比率の高い 

脱窒素処理方式＋高度処理 
３５ｋℓ／日 平成 29年 12月 

 

＜尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 最終処分場の概要＞ 

施 設 名 一般廃棄物最終処分場（大石田町大字大浦字年貢山地内） 

埋 立 面 積 ６，２００㎡ 

埋 立 容 量 ４０，２３０㎥ 

埋 立 方 式 セル方式 

竣   工 平成１１年３月 

 

＜委託先 最終処分場の概要（ごみ）＞ 

施 設 名 一般廃棄物最終処分場（村山市大字富並字百森 4889番地 10） 

埋 立 面 積 ４５，８００㎡ 

埋 立 容 量 ８７４，７９０㎥ 

会 社 名 株式会社 アシスト 

竣   工 平成１３年７月 
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＜委託先 最終処分場の概要（ごみ）＞ 

施 設 名 一般廃棄物最終処分場（東村山郡山辺町大字北山字松山 2330番外 2筆） 

埋 立 面 積 １２，４３８㎡ 

埋 立 容 量 ２３０，８４８㎥ 

会 社 名 株式会社 村山コンポストリサイクルセンター 

竣   工 平成元年９月 

 

＜委託先 堆肥化処理施設の概要（脱水汚泥）＞ 

施 設 名 堆肥化施設（東村山郡山辺町大字北山字松山 2487番外 3筆） 

処 理 能 力 ７０ｔ／日（２４時間） 

会 社 名 株式会社 村山コンポストリサイクルセンター 

竣   工 平成２８年１２月 

 

 

７．収集及び処理しないもの 

 

ブロック、レンガ、土砂、泥、側溝土砂、機械油、エンジンオイル、金庫（大型）、

芝刈り機、大型コピー機、バッテリー、タイヤ、農薬、消火器、医療器具、焼却灰等、 

家電リサイクル法対象品目（エアコン、洗濯機、テレビ、冷蔵庫等）、資源有効利用

法対象品目（パソコン、バイク等） 

 

 

８．一般廃棄物処理業許可業者・浄化槽清掃業許可業者 

 

（１）一般廃棄物収集運搬業 

   

 許 可 業 者 名 住      所 事 業 の 範 囲 

１ ㈱畑中 大石田町桂木町 3－1 一般廃棄物・し尿 

２ オールイ環境サービス㈱ 尾花沢市大字荻袋 1728－1 
一般廃棄物・家電法４品目 

・し尿 

３ ㈲菅野清掃 尾花沢市大字丹生 596 
一般廃棄物・家電法４品目 

・し尿 

４ 菅野秀行 尾花沢市大字丹生 578 一般廃棄物 

５ 齊藤壽一 尾花沢市上町 2-4-26 一般廃棄物・家電法４品目 

６ 武田俊雄 尾花沢市鶴子 614 一般廃棄物 

７ ㈱モリヤ 東根市大字東根甲 5996 一般廃棄物 

 

（２）一般廃棄物処分業 

 

   許可業者なし 
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（３）浄化槽清掃業 

   

 許 可 業 者 名 住   所 

１ ㈱畑中 大石田町桂木町 3－1 

２ オールイ環境サービス㈱ 尾花沢市大字荻袋 1728－1 

３ ㈲菅野清掃 尾花沢市大字丹生 596 

 


